
水道料金及び公共下水道使用料に係る収納事務の指定公金事務取扱者について、地

方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２において準用する地方自治

法第２４３条の２第２項の規定に基づき公表いたします。 

 

１．指定公金事務取扱者の名称及び所在地 

項目 名称 所在地 

１ 株式会社南都銀行 奈良県奈良市大宮町四丁目２９７－２ 

２ 地銀ネットワークサービ

ス株式会社 

東京都中央区日本橋本石町４－６－７  

日本橋日銀通りビル５階 

３ 株式会社しんきん情報サ

ービス 
東京都港区港南一丁目８番２７号 

４ 
株式会社セイコーマート 

北海道札幌市中央区南９条西５丁目４２１番

地 

５ 株式会社セブン‐イレブ

ン・ジャパン 
東京都千代田区二番町８番地８ 

６ 株式会社ファミリーマー

ト 
東京都港区芝浦三丁目１番２１号 

７ 
株式会社ポプラ 

広島県広島市安佐北区安佐町大字久地６６５

番の１ 

８ 
ミニストップ株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 

９ 
山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町三丁目１０番１号 

１０ 
株式会社ローソン 東京都品川区大崎１－１１－２ 

１１ 
ＫＤＤＩ株式会社 

東京都港区高輪２丁目２１番１号 
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１２ ビリングシステム株式会

社 
東京都千代田区内幸町１－２－２ 

１３ 
株式会社ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町２丁目１１番１ 

１４ 
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 

１５ 
楽天ペイメント株式会社 

東京都港区港南二丁目１６－５ NBF 品川タ

ワー 

 

２．指定公金事務取扱者に委託した収納に関する事務に係る歳入 

（１）木津川市水道事業給水条例（平成１９年３月１２日条例第１９６号）第２７条に

定める水道料金 

（２）木津川市公共下水道使用料徴収条例（平成１９年３月１２日条例第１８９号）第

６条に定める公共下水道使用料 

 

３．指定公金事務取扱者に指定をした日 

 令和７年４月１日 

※項目１５を指定公金事務取扱者に指定する日 

 令和８年４月１日 

 

４．指定公金事務取扱者に委託をした日 

令和７年４月１日 

※項目１５を指定公金事務取扱者に委託する日 

 令和８年４月１日 

 


